
Ⅵ．社会的課題を解決する経済社会システムの構築
４．コンセッション（ＰＰＰ／ＰＦＩを含む）の強化
公共施設の民間事業者による運営を行うコンセッション（公共施設等運営事業）等を加速する。
空港については、新型コロナウイルス感染症のような不可抗力によって費用・損害が生じる場合

の官民のリスク分担の在り方について検討を進め、2026年度までに３か所について、具体的な
方針を決定する。なお、羽田・成田は空港容量の活用・拡大に向け、地域との調整を進める。

2026年度までに、バスタ７か所、スタジアム・アリーナ10か所について、具体的な方針を決定
する。スタジアム・アリーナについては、導入構想段階から自治体の検討を支援する。また、公園、
公民館等の身近な施設についてのモデルの形成を支援する。
林業分野では、新たな樹木採取権の設定に向け、候補地の選定を進める。その際、案件形成に

向けた市場調査・情報収集（マーケットサウンディング）の常時実施、権利期間（基本は10年）
の柔軟化、採取区の複数・同時指定等の対応を行う。

Ⅲ．「社会的課題を解決する経済社会システムの構築」関連のフォローアップ
・「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和５年改定版）」（令和５年６月２日民間資金等活用事業
推進会議決定）に基づき、空港、交通ターミナル、スタジアム・アリーナでの公共施設等運営事業
等の実施を加速化するほか、成果連動型民間委託契約方式の事業数を増加させる。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」
（令和５年６月16日閣議決定）（抜粋）

「成長戦略等のフォローアップ」（令和５年６月16日閣議決定）（抜粋）
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